
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

二

三

七

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
三
七
号

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

河

村

建

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
防
衛
装
備
品
の
納
入
を
め
ぐ
る
不
正
水
増
し
請
求
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
防
衛
装
備
品
の
納
入
を
め
ぐ
る
不
正
水
増
し
請
求
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
不
正
水
増
し
請
求
」
に
つ
い
て
、
防
衛
省
が
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日
現
在
で
過
大
請
求
額
を
確
定
し
た

契
約
の
件
数
は
、
株
式
会
社
山
田
洋
行
（
以
下
「
同
社
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
締
結
し
た
三
十
四
件
（
以
下
「
当
該
三
十

四
件
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。
当
該
三
十
四
件
に
つ
い
て
の
契
約
の
件
名
、
最
終
納
入
年
月
日
及
び
過
大
請
求
額
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

�

平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日
に
過
大
請
求
額
を
同
社
へ
の
支
払
債
務
と
相
殺
し
た
契
約

迫
撃
砲
用
縮
射
弾

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

約
一
億
千
万
円

迫
撃
砲
用
縮
射
弾

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

約
四
千
四
百
万
円

迫
撃
砲
用
縮
射
訓
練
具

平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日

約
九
百
万
円

迫
撃
砲
用
縮
射
訓
練
具

平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日

約
八
百
四
十
万
円

迫
撃
砲
用
縮
射
弾

平
成
十
五
年
一
月
二
十
日

約
一
億
三
千
万
円

迫
撃
砲
用
縮
射
弾

平
成
十
五
年
一
月
二
十
日

約
九
千
九
百
万
円

一



迫
撃
砲
用
縮
射
訓
練
具

平
成
十
五
年
一
月
二
十
九
日

約
五
百
十
万
円

迫
撃
砲
用
縮
射
訓
練
具

平
成
十
五
年
一
月
二
十
九
日

約
八
百
二
十
万
円

救
難
表
示
灯
投
下
形

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

約
二
百
十
万
円

Ｔ
Ｃ－
九
〇
用
本
体
及
び
機
関
補
用
品

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

約
四
十
一
万
円

救
難
表
示
灯
投
下
形

平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日

約
二
百
二
十
万
円

ブ
レ
ー
ド
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
・
バ
ラ
ン
ス
・
ア
ナ
ラ
イ
ザ

平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日

約
二
百
九
十
万
円

D
Y

N
A

M
IC

PR
O

PE
LLE

R
B

A
LA

N
C

E
T

E
ST

E
R

平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日

約
四
百
三
十
万
円

Ｔ－

七
用
機
体
初
度
部
品
（
輸
入
）
（
そ
の
五
）

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

約
二
十
二
万
円

Ｆ－

二
用
機
体
初
度
部
品
（
輸
入
）
（
そ
の
二
十
二
）

平
成
十
九
年
七
月
九
日

約
千
二
百
万
円

G
R

O
U

N
D

LO
C

K

平
成
十
八
年
十
一
月
十
五
日

約
十
三
万
円

�

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
に
過
大
請
求
額
を
同
社
へ
の
支
払
債
務
と
相
殺
し
た
契
約

Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ｓ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
・
キ
ッ
ト

平
成
十
五
年
三
月
四
日

約
三
千
四
百
万
円

航
空
機
用
維
持
部
品
（
輸
入
）
（
そ
の
六
）

平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日

約
千
三
百
万
円

二



Ｈ
Ｒ
Ｍ－

一
二
四

Ａ
Ｎ
／
Ａ
Ｐ
Ｎ－

二
一
七
（
Ｖ
）
二

テ
ス
ト
ベ
ン
チ

平
成
十
四
年
十
二
月
十
六
日

約
千
三

百
万
円

Ｆ－
二
用
機
体
初
度
部
品
（
輸
入
）
（
そ
の
十
三
）

平
成
十
六
年
七
月
十
五
日

約
百
万
円

�

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日
に
過
大
請
求
額
を
同
社
へ
の
支
払
債
務
と
相
殺
し
た
契
約

SPE
C

T
R

O
IL

M
/C

O
IL

A
N

A
LY

SIS
SPE

C
T

R
O

M
E

T
E

R

平
成
十
二
年
十
二
月
十
五
日

約
六
百
五
十
万
円

頭
部
以
下
三
品
目

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

約
百
二
十
万
円

武
器
等
用
部
品
（
輸
入
品
）B

AT
T

E
R

Y
A

SSY

平
成
十
四
年
九
月
十
三
日

約
一
億
円

武
器
等
用
部
品（
輸
入
品
）CO

U
PLIN

G
,PLU

N
G

E
R

SU
B

A
SSY,R

U
D

ほ
か
二
十
七
件

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

約

四
千
三
百
万
円

Ａ
Ｎ
／
Ａ
Ｌ
Ｒ－

六
六
（
Ｖ
）
三
用
モ
ジ
ュ
ー
ル
国
外
修
理
（
一
／
二
）

平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

約
四
十
七

万
円Ａ

Ｎ
／
Ａ
Ｌ
Ｒ－

六
六
（
Ｖ
）
三
用
モ
ジ
ュ
ー
ル
国
外
修
理
（
一
／
二
）

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日

約
九
十
七
万

円

三



航
空
武
器
等
用
部
品
（
官
給
品
及
び
部
隊
整
備
用
）AM

PLIFIE
R

ほ
か
十
九
品
目

平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日

約

八
千
百
万
円

Ａ
Ｎ
／
Ａ
Ｌ
Ｒ－

六
六
（
Ｖ
）
三
用
モ
ジ
ュ
ー
ル
国
外
修
理
（
二
／
二
）

平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日

約
六
百
三

十
万
円

逆
探
装
置

Ａ
Ｎ
／
Ａ
Ｌ
Ｒ－

六
六
（
Ｖ
）
三
用
モ
ジ
ュ
ー
ル
国
外
修
理
（
二
／
二
）

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

約
八
百
十
万
円

航
空
武
器
等
用
部
品
（
部
隊
整
備
及
び
官
給
用
）AM

PLIFIE
R

ほ
か
四
十
六
品
目

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

約

五
千
百
万
円

逆
探
装
置

Ａ
Ｎ
／
Ａ
Ｌ
Ｒ－

六
六
（
Ｖ
）
三
用
モ
ジ
ュ
ー
ル
国
外
修
理
（
一
／
二
）

平
成
十
八
年
八
月
二
十
五
日

約
九
万
八
千
円

逆
探
装
置

Ａ
Ｎ
／
Ａ
Ｌ
Ｒ－

六
六
（
Ｖ
）
三
用
モ
ジ
ュ
ー
ル
国
外
修
理
（
二
／
二
）

平
成
十
八
年
六
月
八
日

約

二
百
三
十
万
円

�

同
社
に
対
す
る
契
約
代
金
の
支
払
前
で
あ
る
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
過
大
請
求
額
と
同
額
を
減
ず
る
変
更
契
約

四



を
締
結
し
た
も
の

Ｓ
Ｈ－

六
〇
Ｋ
型
航
空
機
用
部
品
（
輸
入
）
（
そ
の
八
）

平
成
十
九
年
十
一
月
十
九
日

約
六
十
七
万
円

Ｆ－
二
用
機
体
初
度
部
品
（
輸
入
）
（
そ
の
二
十
一
）

平
成
十
九
年
八
月
十
日

約
六
百
七
十
万
円

こ
の
よ
う
な
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
あ
り
、
防
衛
省
に
お
い
て
海
外
製
造
メ
ー
カ
ー
へ
の
見
積
書
の
直
接

照
会
等
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
、
違
約
金
の
増
額
等
の
各
種
施
策
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
再
発
防
止
に
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
過
大
請
求
に
係
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
告
発
に
つ
い
て
、
か
か
る
調
査
の
状
況
も
踏

ま
え
、
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


